第5回国際専門家会議参加者宣言
「5人の英雄キューバ人釈放とテロリズム反対」

正義を愛する世界のみなさん
米国国民のみなさん
5人の勇敢なキューバ人、ヘラルド、ラモン、アントニオ、フェルナンド、レネは11年間以上米国の刑務所に不当拘留されている。５人の犯罪はテロリズムと闘うこととキューバ国民の平和に暮らす権利を守るということにすぎない。
テロリズムと闘い、人間の尊厳と自由というもっとも正統な大義を守りながら、この5人のキューバ人は、キューバ全国民および進歩的人類の品格を胸のうちに秘めている。

長期間引き延ばされ、政治問題化されている過程によって、もっとも恐ろしい肉体的、精神的拷問が5人本人と家族に及んでいる。この事実は、国際法のもっとも基本的な原則、適正手続きの基準、および5人の非拘束者の取り扱いに関する規定に明確に違反している。
米国政府はテロとの闘いの政策に二重基準を維持している。その一方で米国を本拠とするテロ組織をかくまい、守り、支援している。このようなテロ組織はキューバ国民だけでなく、他国民を犠牲者にしている。
前述事項を考慮しつつ：

「5人のキューバ人釈放とテロリズム反対」第5回国際専門家会議参加者である社会活動家、労働組合員、平和活動家、国会議員、政党指導者、知識人、宗教指導者、学生は以下の宣言を出すことに合意した。
（1） 米国政府に以下のことを強く要求する：

· 米国内法を尊重し、国際法の基準に基づいて行動する。

· 5人のキューバ人と家族に対する組織的、かつ繰り返されている人権侵害という違法行為をただちにやめよ。特に5人のうち2人の妻、オルガ・サラヌエバとアドリアナ・ペレスの面会の権利の侵害をやめよ。申請した米国入国ビザを２人に発行せよ。
· 米国内に本拠をもつテロ組織に対する後方支援および財政支援をやめ、悪名高いテロリストであるルイス・ポサダ・カリレスを73人の民間人の命を奪ったクバーナ航空の機体爆破事件について裁判にかけよ。

（2） バラク・オバマ大統領と米国政府に、無実である5人の即時釈放を求める。

（3） 全世界の誠実な人たち、特に気高い米国国民に、5人の闘争の正当さを広めるため奮闘し、品位と真実の証として5人の釈放を強く要求するよう、呼びかける。

（4） 5人と5人の釈放を求め、不正を訴え続けてきた人々を認め、また5人が祖国に戻るまで私たちは闘いを続けることを認める。
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「5人のキューバ人釈放とテロリズム反対」第5回国際専門家会議
代議員によって承認された行動計画
オルギン市で開催された第5回国際専門家会議は、今年6月に米最高裁が5人の再審却下後の重要な会議である。10月１3日のアントニオの再判決は21年10ヶ月の不公平な有罪判決であった。次の再判決はフェルナンドとラモンで12月8日に予定されており、レネともっとも刑が重いヘラルドには不当有罪判決が維持され、アドリアナとオルガには米入国ビザ発行が毎回拒否されてきている。
この5人の件はつねに政治的なものになっていたが、この不正を終わらせるため、法的かつ憲法上の権力を持っているオバマ政権の下で今こそ、私たちにはこれまで以上に世界規模の非難と連帯の重要さを感じさせる必要がある。
5人の釈放を求める闘いの全ての努力は米国に影響を与えるためである。米国内では主要メディアが一切この5人の件を無視し続けている。100カ国以上の300以上もの委員会の働きかけが徐々にその成果を見せつつある。事実、アントニオの再判決の前日、マイアミ検察当局自身が「この出来事には世界的大騒動が起きている。だから米司法制度のイメージアップの必要がある。」と認識している。
この問題に関しては、さらに活動できるように私たちの目的を明らかにし、いっそう奮闘する必要がある。
5人の釈放実現のため参加者が出した主な提案
1. 活動範囲を広げる

· 引き続き5人の件をあまねく知らせ、全ての社会運動に連帯を求め、私たちのメッセージを特に、政府、国会、宗教団体、著名人、法的組織、人権団体、労働組合あてに伝達し、政治的影響範囲を広げる。

· 2010年6月22－27日に米デトロイトで開催予定の社会フォーラムに5人の釈放のために活動家の参加を支援する。

· 無実の5人を刑務所に拘留する一方で、自らテロ活動を告白したルイス・ポサダ・カリレスとオルランド・ボッシュ・アビラのようなテロリストをかくまい、保護し、自由にさせている米国政府の二重基準に更なる力で強く批判し続ける。
2. 国会議員との活動

· 各国の国会議員の要請を米下院議員に結びつける。
· 5人の釈放を求め、活動家たちが米下院議員およびナンシー・ペロシ下院議長を訪問することを支援する。

· 収監されている刑務所での外国人国会議員の5人への面会を支援する。

3. 労働組合との活動
· 各国労組が組織したり、あるいは関わった活動を米国の労働組合にインパクトを与えるような活動にしていく。
· 各国で行われる2010年メーデーのデモ行進で5人の肖像イメージを掲げる。
4. 情報・コミュニケーション新テクノロジー（TIC）の使用の拡大
· インターネットの無限のスペースを利用しながら、米国内にインパクトを与える可能性のあるユーチューブに短編ビデオを寄稿する。

· 私たちのウェブページ、定期刊行物、メッセージを改善し、ブログ、フェイスブック、ツイッターなどを利用する。

· 大商業メディアでの存在感を大きくし、米全国紙で1ページ全面広告などを行う。
· ウェブページ、www.antiterroristas.cuと www.cubadebate.cu を5人の最新情報について複数言語で対応する情報センターとして普及させる。

5. 文化的資料
· 5人の創作した知的作品や芸術的感性を世界的規模で人々に知ってもらう。

· コンサートや展示会など、全ての種類の文化行事を開発する。イベントに新たな参入者を誘い、5人の件をメディアがもっと大きく掲載するよう引き続き努力する。
· 5人の件について実態を描き、資料を載せた作品を引き続き実現させるため、新たな映画監督や映像・オーディオビジュアル製作者に呼びかける。
6. 連帯

· 世界中の数多くの人々が米国の犯罪的な対キューバ経済封鎖終止のために活動している。しかし、さまざまな理由でこれら全ての人々が同様に5人の釈放に活動しているのではない。私たちはキューバと連帯する全ての人々をこの闘争に加わるようにしなければならない。なぜなら、5人の釈放のために活動することは、キューバの国家主権と平和に暮らす権利のために活動することでもあるからである。

7. 5人にノーベル平和賞を
8. オルガ・サラヌエバとアドリアナ・ペレスに人道主義的ビザを認可するよう米政府に強く要請する。

· 「家族訪問の権利のための国際委員会」の存在を利用する。委員会委員は国際的な著名人であり、27カ国にわたっている。

· 各国でこの「委員会」委員とビザ発行の要求のために行動する。「委員会」に未加入の著名人に参加してもらうために各国で働きかける。要請はバラク・オバマや米政府高官あてにする。
· クリスマス、元旦、2月14日バレンタイン、3月8日国際婦人デーなど家族や女性にとって大切な祝日を利用する。

9. 本件に関する法廷闘争支持を維持する
· 本件の進展について定期的に報告する。
· 最高裁あてアミカス意見書やその他の公開法的文書の内容をさまざまな記録方法によって完全に出版する。

· 5人の釈放の闘いに関与するよう、新たな法律関係者に積極的に働きかける。
10. 各国政府との連携

· 国家元首および各国政府高官に5人の件に関する公的声明を出すよう働きかける。
· 各国元首に対し、オバマ大統領に5人の減刑を要求するよう働きかける。

11. 青年との連帯

· 5人の大義を強調するよう教師たちに働きかける。

· 低学年の授業の学習に、また倫理的・人間的価値観を強化するため5人の文学作品を教材として使う。

· 幼年者向けに適切な表現方法を使って文献やその他の教材を作る。

· 地域社会のプロジェクトの一環として、5人のテーマを実施する。

今後6ヶ月の重要な考慮すべき日付：
12月8日：フェルナンドとラモンの再判決日

12月10日：世界人権の日

12月24日、25日：クリスマス・イブ、クリスマス

12月31日、1月1日：大晦日、元旦、キューバ革命51周年記念

2月14日：聖バレンタインの日（愛と友情）
3月8日：国際婦人デー
5月1日：メーデー

5月第2日曜日：母の日

6月17日：アメリカ国民に対する公開状の記念日
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